
申
告
が
始
ま
り
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
か
た

必
要
書
類
が
そ
ろ
っ
て
い
て
、

申
告
の
相
談
が
必
要
の
な
い
か

た
は
、
申
告
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
押
印
の
う
え
、
３
月

15
日
(金)
ま
で
に
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
申
告
は
、
申
告
会
場
の

日
程
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
で

も
申
告
で
き
、
受
け
付
け
の
待

ち
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
。

便
利
な
郵
送
で
の
申
告
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
告
は
郵
送
が
便
利

(１)
平
成
14
年
１
月
１
日
現
在
、
秋

田
市
に
住
ん
で
い
て
、
次
の
㈰

〜
㈬
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま

る
か
た

㈰
昨
年
１
年
間
に
何
ら
か
の
所
得

が
あ
っ
た
か
た
。

※
所
得
に
は
、
自
営
業
や
農
業

な
ど
の
事
業
に
よ
る
も
の
、
地

代
や
家
賃
な
ど
の
不
動
産
に
よ

る
も
の
、
株
式
の
配
当
金
、
生

命
保
険
の
一
時
金
、
原
稿
料
、

給
与
、
年
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

㈪
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
勤
務
先
か

ら
秋
田
市
へ「
給
与
支
払
報
告
書
」

が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
か
た
。

な
お
、
提
出
の
有
無
に
つ
い
て

は
、
勤
務
先
に
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

㈫
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
平
成
13
年

中
に
退
職
し
、
そ
の
後
再
就
職

を
し
て
い
な
い
か
た
。

㈬
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

か
た
で
、
所
得
控
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
か
た
。

(２)
秋
田
市
に
住
ん
で
い
な
い
も
の

の
、
平
成
14
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
事
務
所
ま
た
は
家
屋
敷

が
あ
る
か
た

■
印
鑑
と
申
告
書
（
申
告
書
は
会
場

に
も
用
意
し
て
あ
り
ま
す
）

■
給
与
、
公
的
年
金
等
の
所
得
が
あ

っ
た
か
た
は
、
平
成
13
年
分
の
源
泉

徴
収
票

■
事
業
に
よ
る
所
得
が
あ
っ
た
か
た

は
、
収
入
と
必
要
経
費
な
ど
が
わ
か

る
帳
簿
類
、
領
収
書
な
ど(

申
告
書

裏
面
の
計
算
欄
で
、
事
前
に
計
算
し

て
く
だ
さ
い)

■
平
成
13
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健

康
保
険
税
・
国
民
年
金
保
険
料
・
介

護
保
険
料
・
医
療
費
な
ど
の
領
収

書
、
生
命
保
険
・
損
害
保
険
な
ど
の

控
除
証
明
書

■
配
偶
者
に
所
得
が
あ
っ
た
か
た
は
、

そ
の
所
得
が
わ
か
る
書
類

(１)
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
勤
務
先
か

ら
秋
田
市
へ
「
給
与
支
払
報
告

書
」
が
提
出
さ
れ
た
か
た

(２)
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告

を
す
る
か
た
。
確
定
申
告
が
必

要
な
か
た
は
７
ペ
ー
ジ
の
「
税

務
署
か
ら
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

申
告
が
不
要
な
か
た

申
告
に
必
要
な
も
の

平
成
14
年
度
分
の
市
民
税
・
県
民
税
の
申

告
を
２
月
５
日
(火)
か
ら
３
月
15
日
(金)
ま
で
、

左
記
の
各
地
区
の
会
場
で
受
け
付
け
ま
す
。

「
平
成
14
年
度
分
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
」

は
す
で
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
同
封

し
て
い
る
「
申
告
の
手
び
き
」
を
よ
く
読
ん

で
、
正
し
く
記
入
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
が
必
要
な
か
た
で
、
申
告
書
が
届
い

て
い
な
い
か
た
は
、
お
手
数
で
も
市
民
税
課

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

平成14年度分

市
民
税

県
民
税

申告の期間は

２月５日(火)

３月15日(金)
▼

！

問
い
合
わ
せ

市
民
税
課
個
人
市
民
税
担
当
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